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産業廃棄物処分業許可証

住

氏

廃棄物の処理及瑳清掃箆関する裾律／ ；•孔第窪議条第6項 の許可を受けた者であることを証する。

許可

許可
◇ 咳文冷

1 事業の範囲
(1) 業の区分：処分（中間処理）

(2)処分の方法と取り扱う産業廃棄物の種類
ア 破砕 ：廃プラスチック類、紙くず、 繊維くず、 金属くず、

ガラスくず・コンクリ ー トくず及び陶磁器くず （以上5種類）
イ 圧縮梱包 ：廃プラスチック類 （以上1種類）
ウ 選別圧縮 ：金属くず（空き缶に限る。） （以上1種類）
工 圧縮固化 ：廃プラスチック類、 紙くず、 木くず （以上3種類）
（いずれの産業廃棄物も、 廃乾電池、 廃蛍光ランプ、 特定家庭用機器再商品化法対象物及び空き

びんを除く。）

2 事業の用に供する施設（詳細は裏面のとおり）
施設所在地
(1) 東京都足立区入谷八丁目 1 4 番2 9 号
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（裏面有り）
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産廃エキスベート
都認定番号：5-20-C0018

このマ ー クは東京都の優良認定事業者のマークです。 | ● 東京都I
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